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第七次千葉県障害者計画主要施策管理表 令和３年度

基本施策

数値目標の評価 （個）

年度 目標数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他
3 3 2 4 2 2
4
5

主要施策の取組状況等

※最終年度の判定：目標数に対するＡの割合が７割以上に達した場合=「進展が図られています。」
　　　 　　　　「進展が図られています。」に該当する場合を除きＡ+Ｂの割合が７割以上に達した場合=

　 「概ね進展が図られています。」
　　　　上に記載以外の場合=「一部の進展にとどまっています。」

主要施策 ５　障害のある人の相談支援体制の充実

◇障害のある子どもに係る相談については、手帳や診断名等にかかわらず障害の可能性
が見込まれる子どものための相談支援体制の充実を図ります。

（１）地域における相談支援体制の充実
（２）地域における相談支援従事者研修の充実
（３）障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化

13

◇障害のある人の相談支援体制を支援するため、市町村が実施する相談研修会、自立支
援協議会などに対して、アドバイザーを派遣します。

◇障害者総合支援法のサービス等利用計画を作成する相談支援事業者の確保と質の向
上を目指し、相談支援専門員の養成に係る各種の研修を行います。

◇地域における相談支援の中核的な役割を担うことが期待される基幹相談支援センター
については、市町村にモデルを示し、その設置促進を支援します。

令和６年度

【第八次計画の方向】

令和３年度

【取組結果】
新型コロナウイルス感染症の影響等により多くの取組が低調となり、結果と
して目標値の達成率が低くなっている。

令和４年度

【取組結果への対応】
新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中であっても、オンラインの活
用等により各取組の進捗を図る。

最終年度の判定


